
質問書回答 

 

業務名：芳賀町文書管理システム構築業務 

番号 該当資料 質問内容 回答 

１ 実施要領 

6 応募に関する留意事項 

(2) 

当社既存パッケージをご提案しま

す。要領に「提出書類の著作権は、

それぞれの応募者に帰属する」と

記載がありますが、当社製品の著

作権も「応募者に帰属する（＝当社

に保留される）という認識で問題

ないでしょうか。 

お見込みのとおり。 

２ 実施要領 

10 企画提案 

(6) 

「見積書には代表者印を押印」と

ありますが、参加申請、企画提案に

係る書類について、押印が必要な

書類はすべて実印ではなく代表者

印で問題ないでしょうか。 

可とします。 

３ 「アからウ」が指す具体的な区分

をご教示ください。 

実施要領 

2 業務の概要 

(4)ア～ウ 

を指します。ウが別項目で算出で

きない場合はその旨御記載くださ

い。 

４ 実施要領 

11 審査方法 

プレゼンテーションでは、提案シ

ステムのデモンストレーションを

実施してもよろしいでしょうか。 

プレゼンテーションでは、提案い

ただくデモンストレーションを実

施いただく予定です。後日、実施詳

細について通知予定です。 

５ 仕様書 

4 システムのデータ移行及び

データ量 

移行対象範囲はファイル管理表の

内容だけでなく、文書情報を含む

のでしょうか。含む場合は、決裁履

歴、鑑（起案用紙、供覧用紙）、添

付書類は対象外で、「書誌情報」の

みを移行する対象という認識でよ

ろしいでしょうか。なお、ファイル

と文書は管理番号などにより紐づ

けられた形で移行データをご提供

移行対象範囲はファイル管理表の

内容だけとします。 

サンプルはホームページに掲載し

ます。 



いただけるのでしょうか。提供デ

ータのサンプルを提供いただけま

すでしょうか。 

６ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 7 号 

現在利用中のデスクネッツネオの

「提供形態（オンプレミス版又は

クラウド版等）」及び「バージョン」

をご教示ください。 

オンプレミス版 

デスクネッツネオ V9.0 R1.0 

７ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 11 号 

シングルサインオン連携において

SAML 認証等の標準的なプロトコル

は利用可能でしょうか。 

SAML 認証等の機能を持っていま

す。具体的に御社の構成で実施で

きるかどうかについてはデスクネ

ッツメーカーに御確認ください。 

８ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 70 号 

「承認区分に応じた」とは、部内供

覧や、課内供覧のような区分をさ

しますか。 

お見込みのとおり。 

９ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 128号 

起案用紙に反映できればよいでし

ょうか。又は施行情報登録項目内

に施行日を登録できればよいでし

ょうか。 

起案用紙又は施行情報登録項目内

の、両方又はいずれかに登録され

れば可とします。 

１０ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 134号、135号 

各課で行政委員会単位の番号を取

得するのでしょうか。その番号は、

行政委員会単位で記号が異なりま

すか。また、採番した番号について

は各課が管理できたらよいでしょ

うか。 

各課で行政委員会単位で番号を取

得します。その番号は、各課、行政

委員会単位で異なります。採番し

た番号も各課で管理します。 

１１ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 191号 

電子文書は自動的に引継対象外と

なるため、保存箱の配置場所登録

は不要でよろしいでしょうか。 

保存箱の配置場所は、登録できて

もできなくても可とします。 

１２ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 222号 

保存箱情報も出力対象でしょう

か。対象の場合、出力される CSV内

の一行に「保存箱、ファイル、文書」

の情報が表示された状態になって

いますか。サンプルの CSVデータを

ご提供いただけますでしょうか。 

現行システムに登録されている情

報の一部でも CSV 等により移行で

きれば可とします。 

サンプルはホームページに掲載し

ます。 

１３ 見積内訳明細書 

仕様書 

令和 8年度 11月からの保守機関に

かかる費用について、見積提示が

求められていませんが、保守費用

参加いただける場合には、保守費

用の見積書の様式をホームページ

に掲載しますので、参加申込書類



の記載は不要でしょうか。 の提出に併せて提出ください。 

１４ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 8 号 

「各種様式」とは具体的に何が含

まれるのでしょうか。 

基本的には回議書のみを指しま

す。 

１５ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 42 号 

①過年度の収受番号の付番、とい

うのは具体的にどういった機能な

のでしょうか？ 例えば「令和 7年

度の収受文書に対して、令和 6年度

の収受番号を附番するイメージ」

なのか、「令和 7 年度中に、過年度

である令和 6 年度文書の文書番号

を修正する」のか等。 

②この機能が必要な背景は何かあ

りますか？ 手動で変更できると

は言え、「収受日順の連番で振って

いる番号」なので、そのルールから

外れて過年度の番号を附番するの

はどういったシーンなのでしょう

か。 

①前者のイメージです。 

②年度当初は、まだ前年度の文書

番号を付番する必要があること等

によります。 

１６ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 63 号 

LGWAN 系とインターネット系両方

とありますが、庁内ではインター

ネット系電子メールも LGWAN 環境

下に取り込まれている構成となっ

ているのでしょうか。そうでない

とした場合、具体的にはどのよう

な方式での取り込みを想定されて

いますか。 

LGWAN 系とインターネット系それ

ぞれにメールサーバはあります

が、最終的には LGWAN 内にある内

部メールサーバに集約されます。 

１７ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 119号 

具体的には、どういったシーンで

この機能が必要となるのでしょう

か。 

決裁権者から、最後の段階で紙で

の説明を求められた場合を想定し

ています。 

１８ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 123号 

運用イメージについてご質問させ

てください。紙文書添付用紙にパ

スワードが印字されていて、承認

者は「印字されたパスワード」をシ

ステムに入れることで承認可能に

なるというイメージでよろしいで

しょうか。 

お見込みのとおり。 



１９ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 166号 

いただいている要件は、 

・例えば、「電子のフォルダ」のデ

ータがある 

・そこに格納されている文書には

「電子・紙」の両方があり、 

 この両者が区別できるように一

覧画面で表示されている。 

と書かれているように見えます。 

「電子のフォルダに紙の文書を格

納する(もしくはその逆)」という

ようなことがあるのでしょうか？ 

また、どのような場合に、このよう

なデータを作る想定なのでしょう

か？ 

収受する際に入力する、電子か、紙

か、両方かの別が一覧でみられる

と管理しやすいためです。 

２０ 実施要領 システム稼働後の経常経費（シス

テム利用料、運用保守経費）は提示

する必要はございますでしょう

か。また、経常経費についてはどの

ような契約方法となりますでしょ

うか。 

・経常経費の上限額はいくらにな

りますでしょうか。 

番号 13 に同じです。 

経常経費については、令和 8 年 11

月 1日から令和 9年 3月 31日まで

の契約となります。 

上限額は、現段階ではお答えでき

ません。 

２１ 実施要領 

3 提案限度額 

弊社が提案する費用は限度額を超

えることが考えられますが、その

場合はプロポーザル参加不可とな

りますでしょうか。 

限度額を超える場合は、基本的に

参加不可となります。 

２２ 記載の提案限度額は、システム構

築等期間（契約の翌日から令和 8年

10 月 31 日まで）にかかる費用の限

度額との理解でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおり。 

令和 8 年 11 月 1 日から令和 9 年 3

月 31日までのシステム保守以外の

限度額になります。 

※ただし、現行システムからのデ

ータ移行料は除く。 

２３ 実施要領 

10 企画提案 

(1) 

システム保守が開始する令和 8 年

11 月 1 日からのお見積り提出は不

要でしょうか。また、運用保守費の

提案限度額はありますでしょう

番号 13 に同じです。 

 



か。 

２４ 仕様書 

1 概要 

(6)エ 

既存システムからのデータ移行に

ついて、提供されるデータ様式は

中間標準レイアウトでのご提供と

なりますでしょうか。 

番号 5 に同じです。 

２５ 仕様書 

4 システムのデータ移行及び

データ量 

(2) 

仕様書に記載のデータ量は、「令和

４年１月５日時点での目安」とあ

りますが、最新のデータ量をご教

示いただけないでしょうか。 

移行データ精査の結果、過年度保

存フォルダ一覧のみ移行対象と

し、データ量は約 7,400KB です。 

２６ 仕様書 

10 成果品 

「4 システム設計書一式」につい

て提案システムはパッケージシス

テムであり、個別開発システムで

はないため、カスタマイズ対応と

なる機能のみのシステムの基本設

計書及び詳細設計書となります

が、許容いただけますでしょうか。 

可とします。 

２７ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 63 号 

インターネットメールにおいては

無害化処理を行い、LGWAN メールサ

ーバーへ転送しているか、運用を

ご教示ください。その場合、「電子

メール（LGWAN 系とインターネット

系両方）と連携し」とありますが、

連携するメールサーバーは LGWAN

ネットワーク内のメールサーバー

のみとなる理解でよろしいでしょ

うか。 

番号 16 に同じです。 

２８ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 210号 

「移管」とは公文書館への移管の

理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおり。 

２９ 実施要領 

5 参加資格 

LGWAN 系クライアント端末とデー

タセンター間の回線については閉

域ネットワーク（IP-VPN 接続）で

も提案可能でしょうか。また、

LGWAN-ASPでないため、コンテンツ

サービスへの登録をしていません

が提案可能でしょうか。 

不可になります。 

３０ 要件確認表（様式第 6号） APPLIC 準拠登録はしていません 可とします。 



項目 3 号 が、中間標準レイアウト仕様での

取込、出力は可能です。（〇）と考

えてよろしいでしょうか。 

３１ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 119号 

電子決済が途中まで完了した起案

書を印刷し、残りの方には押印い

ただき、システム上は代決等で完

了すれば（〇）と考えてよろしいで

しょうか。 

可とします。 

３２ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 123号 

弊社ご提案システムの併用決裁時

の対応として、起案書入力画面に

汎用項目で紙管理番号を追加し、

起案書に紙管理番号を印刷できる

ようにする、又は、様式に紙添付あ

りの様式を作成し起案書に紙添付

番号が印字できる部分を作成し併

用決裁時はその様式を選択できる

ようにします。その後、決裁画面に

て、紙管理番号がある場合はコメ

ント欄に紙管理番号を入力してく

ださいと文言を追加する運用とし

ておりますが、この場合「代替え

案、運用回避で対応可能」推奨する

方法を（〇）と考えてよろしいでし

ょうか。 

可とします。 

３３ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 169号 

「「公開」以外の場合」という条件

を除けば可能ですが、（〇）と考え

てよろしいでしょうか。 

可とします。 

３４ 仕様書 

4 システムのデータ移行及び

データ量 

(2) 

移行対象のデータは「文書」と「フ

ァイル」のみで良いでしょうか。他

に移行する対象のデータがあれば

ご教示いただけますでしょうか。

また、移行対象のデータに文書に

紐づく電子ファイル（Word,PDF 等）

はありますでしょうか。 

番号 5 に同じです。 

３５ 仕様書 

7 契約期間終了後の対応 

データを完全に消去したことを証

する証明書は、データを消去した

証跡を付した貴社の社判付きの書

類で提出ください。 



ことが確認できる証跡（作業記録、

スクリーンショット等）でも問題

ありませんか。 

３６ 実施要領 

9 参加申込 (1)ウ 

10 企画提案 (4)2 

実績については、システム開発業

者の実績も含めてよろしいでしょ

うか。 

貴社とシステム開発業者の実績を

分けて記載いただければ可としま

す。 

３７ 実施要領 

10 企画提案 (6) 

アからウは、様式第 8号見積内訳明

細書の 1～3 

1 システム導入・開発経費 

2 データ移行経費（現行システムか

らのデータ移行） 

3LGWAN-ASP 初期導入費用 

4 その他経費 

という認識でよろしいでしょう

か。 

番号 3 に同じです。 

３８ 実施要領 

11 審査方法 

(1)キ 

プレゼンテーションの参加人数に

はシステム開発業者も含めてよろ

しいでしょうか。 

可とします。 

３９ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 4 号 

Microsoft Edge 又 は Google 

Chrome で、よろしいでしょうか。

（Google Chrome でもお使いにな

ることは可能であり、弊社システ

ムをご利用の自治体様で Google 

Chrome で利用されている自治体様

もいらっしゃいますが、Google 

Chrome での動作保証はしておら

ず、念のための質問いたします。） 

可とします。 

４０ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 42 号 

収受ボタンを押した順番に採番さ

れます。収受日は変更できるため、

収受日順になりませんがよろしい

でしょうか。 

可とします。 

４１ 要件確認表（様式第 6号） 

項目 169号 

理由の入力欄はございますので、

理由等を入力することが可能で

す。必須項目ではございませんが、

その点はよろしいでしょうか。 

可とします。 

４２ 要件確認表（様式第 6号） 次期システムへのデータ移行と お見込みのとおり。 



項目 223号 は、今回のプロポーザルを経てシ

ステムを導入した後の数年後にリ

プレースを行った場合にかかる費

用という認識でお間違いございま

せんでしょうか。上記認識でお間

違いない場合、他システムへのリ

プレースを行わない場合でも次期

システムへのデータ移行費用を見

込んでしまうことになり、余分な

費用がかかってしまうと考えてお

ります。また、次期システムへのリ

プレースの際に必要となる情報も

現時点で曖昧であるため、相当な

リスクを鑑みて費用積算を行う必

要があり今回の上限に収まらない

可能性も出てしまうため、今回で

のプロポーザルの範囲から除外い

ただけませんでしょうか。 

内容精査の結果、 

要件確認表の項目 223 号中の「な

お、抽出費用は今回の調達費用に

含むものとする」は、削除します。 

４３ 仕様書 

1 概要 

(6)エ 

現在お使いのシステムをご教示い

ただけないでしょうか。データ移

行可能であるか確認したいためで

す。 

サンプルをホームページに掲載し

ます。 

４４ 仕様書 

3 システムの稼働環境 

(1)カ 

記載の(ア)～(カ)について、弊社

が活用するクラウド基盤は、これ

らの情報を開示しておりません。

そのため、下記内容を満たすこと

でご了承をいただけますでしょう

か。 

・ティア 3 を満たしている 

 もしくは 

・ISMAP認定のクラウド基盤である

こと 

(補足)弊社が活用しているクラウ

ドは ISMAP に準拠し、その仕組み

上、災害等で容易に停止するクラ

ウドではございません。 

可とします。 



４５ 仕様書 

4 システムのデータ移行及び

データ量 

(2) 

現在お使いのシステムをご教示い

ただけないでしょうか。データ移

行可能であるか確認したいためで

す。 

番号 5 に同じです。 

※番号 25 参照 

４６ 仕様書 

6 保守 

(1) 

弊社での問合せの受付は回答の精

度を図るため、メールでの対応と

させていただいておりますが、問

題ございませんでしょうか。障害

時は電話、メール、両方で対応して

おります。 

可とします。 

４７ 仕様書 

7 契約期間終了後の対応 

消去方法について弊社の削除は完

全削除ではなく、理論削除になり

ますが問題ございませんでしょう

か。 

原則として完全削除としますが、

例外として、理論削除しかできな

い場合には、データの漏洩防止措

置を講じた上で可とします。 

４８ 仕様書 

8 システム導入・運用支援に係

る要件 

(3)イ 

本番環境でテストを行いますが、

よろしいでしょうか。 

十分なテストができ、本番環境に

悪影響がない場合には可としま

す。 

４９ 仕様書 

10 成果品 

下記の成果物につきましては、提

案システムがサービス提供形式の

システムであることから、該当い

たしません（発生いたしません）。

そのため、提出物から除外させて

いただきたいと存じますが、よろ

しいでしょうか。 

・システム設計書一式 

※設定シートは提出いたします。 

可とします。 

５０ その他 技術点、価格点の割合についてご

教示いただくことは可能でしょう

か。 

現段階ではお答えできません。 

５１ その他 機能要件の〇△×の配点の記載が

ございませんが、ご教示いただく

ことは可能でしょうか。 

配点で判断するものではないた

め、配点はありません。 

５２ その他 下記内容もすべて含んだ上限値が

6,350,000 円の認識でお間違いご

ざいませんでしょうか。 

番号 42 のとおりです。この質問内

容のうち、6)は除外します。 



1)シングルサインオン 

2)グループウエア連携 

3)研修 

4)導入時の助言 

5)運用時の助言 

6)現行システムからのデータ移行

費用 

次期システムへの対応費用(デー

タ抽出費用) 

５３ その他 導入時、運用時の助言に関しまし

ては、コンサルティング要素が多

く含まれておりますため、今回の

上限費用内でできる限りのご支援

をする認識でよろしいでしょう

か。次期システムへの対応費用に

関しましては、別質問でも記載い

たしましたが、他システムへリプ

レースを行わない場合でも次期シ

ステムへのデータ移行費用を見込

んでしまうことになり、余分な費

用がかかってしまうと考えており

ます。た、次期システムへのリプレ

ースの際に必要となる情報も現時

点で曖昧であるため、相当なリス

クを鑑みて費用積算を行う必要が

あり今回の上限に収まらない可能

性も出てしまうため、今回でのプ

ロポーザルの範囲から除外いただ

けませんでしょうか。 

可としますが、積算の見積内訳書

をできるだけ具体的に記載して御

提出ください。現状の芳賀町を把

握して、目的を達成できるような

構成で御提案ください。 

５４ その他 運用保守費用について記載がござ

いませんでしたので、上限等の価

格設定がございましたら、ご教示

いただけないでしょうか。 

運用保守費用の価格設定は、現段

階ではお答えできません。 

５５ その他 契約書案などをご提示いただくこ

とは可能でしょうか。 

提供できる契約書は、建設工事に

関する業務委託契約書になりま

す。実際の契約書は、この契約書を



もとに双方協議して作成したもの

又は契約の相手方が用意したもの

のいずれかを使用予定です。 

契約書をホームページに掲載しま

す。 

 


